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   Recent years, our country asserted to understand the relationship of the well-balanced  between 
individual and collective  and to bring up the children who can discuss. 
   In this study, first, the meaning of individual freedom in the relationship between individual and 
collective, the burden of the collective for protecting the individual, and in the collective it is better 
to live together that should be able to be understood.
   Second, the necessary, appropriate and situation dependence judgment that in order to let 
children live together better, and the basic skills which as an means of living by a capable citizen 
should be able to master.
   Third, developed course that an attitude of form a voluntarily better collective should be able to 
master.
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１ .問題の所在

　改正教育基本法，改正学校教育法では，「公
共の精神」，「社会の形成に参画し，その発展に
寄与する態度」，「わが国の伝統と文化の尊重」
などの次世代を拓く人間に求められている「公
の伸長」にかかわる資質を重視し，「個」と「公」
に関する教育のバランスのとれた関係について
理解した上で，両者の関係を考察することので
きる子どもたちを育成することが主張されてい
る。国際化時代に対応して従前の教育基本法と
比べ特に「個人の価値・可能性」の尊重よりも，

「国家・社会に奉仕する個人」の育成，「共同
体（国家・社会）の一員としての責務」の育成
がより強調されたものとなっている。
　中央教育審議会答申（2003年 3 月）の第 2 章
では，「『公共』に主体的に参画する意識や態度
の涵養」と題して，「人は，一人だけで独立し
て存在できるものではなく，個人が集まり『公
共』を形づくることによって生きていくことが
できるものである。このことを踏まえて，21世
紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本
人の育成を図るため，政治や社会に関する豊か
な知識や判断力，批判的精神を持って自ら考え，
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『公共』に主体的に参画し，公正なルールを形
成し遵守することを尊重する意識や態度を涵養
することが重要であり，これらの視点を明確に
する」と述べられている。
　これまで小学校社会科における公民的な学習
は，第一に，「政治の働き」や「国際社会での
わが国の役割」などの社会の機能を中心とし，
公の機能と私の権利が別々に学習されていた。
第二に，個人と集団や社会とのかかわりにおけ
る法やきまりについては，その遵守や，すでに
ある法的な価値を自明のものとして従わせるこ
とを求めるものがほとんどであり，なぜ守らな
ければならないのか，なぜ個人の自由や利益に
優先するのかという視点で問われていない。
「公共の精神」を養うためには「個性尊重」の
教育と「公共性涵養」の教育を補完し合わなけ
ればならない。
　近年，様々な社会問題をめぐる議論が「公共
性」という言葉を軸になされ始めている。その
「公共性」や「公共的」という概念を哲学的に
探究する学問として現在「公共哲学」という学
問が注目されてきている 1 。従来の「公と私」，
「理念と現実」などの公私二元論に代わる新し
い思考の導入を試み，「活私開公」という独自
の理念から公共哲学を展開する山脇直司は，「個
人の尊厳」と「公共性」を対立的にではなく，
相互補完的にとらえる教育観を提示しなければ
ならないと主張している。従来なら「公」と「私」
は，二項対立という緊張関係にあると考えられ
ているが，個人一人ひとりが担い手となる公と
いう視点で，より良い公共性を担う子どもたち
の育成が必要になっている。
　本稿は，小学校社会科で，個人と集団との間
において発生する問題についてそれぞれ相互補
完的に考え解決し，より良い集団のあり方につ
いて理解することのできる授業を開発するもの
である。
　ところで，史的産物としての近代法は，個人
の権利（利益）を他者から守ることを主眼とし
て発展してきた。とりわけ，多数者（集団）の
意見（利益），あるいは公共（性）という抽象
的な概念をマジックワードとして個人の権利
（利益）が無自覚・無批判的に脅かされること
が無いように，慎重な対応が心がけられてきた。
法を学び，法的な思考を身につけることは，ま
さに上記の視点を徹底的に意識することに他な
らない。もっとも，公（あるいは公共）という
言葉は，わが国では古くからの歴史的な経緯か

ら，国家や体制あるいは行政と同義であるかの
ような印象が抜け切れていない。したがって，
公と私の緊張関係との視点が意識されてきた。
しかし，講学上は，市民による協同あるいは個
人的な活動が不特定多数の利益に資することも
また公共であるとされており，近時は公と私の
相互補完関係を意識すべきともされている。
（本稿では，個人と集団との密接な関係を強調
する共同体主義に基づいて考察するものとする）
　さらに，「小学校における法関連教育」とい
う観点からは，以下の点に留意すべきである。
第一に，集団の意味である。人の集合といって
も一過性の集りから，恒常的な集りまで様々で
ある。また，単に個人の利益の最大化を図るた
めの集合であれば，集団の利益はイコール「私
益の集合体」であり，単なる個人の集合を超え
た「何か」を考える必要はない。集団を超えた「何
か」については中等あるいは高等教育に委ね，
まず小学校段階では私益の集合体に近い意味で
共生・協同の意義と効用を考える機会を持つべ
きである。第二に，個人の意味である。法が念
頭に置く個人は，合理的な判断能力を有する自
律した個人であり，そのような個人の集合や組
織体が想定されている。したがって，発達段階
の子どもなどは精神能力が不十分な者として単
独でした法律行為（契約）の無効を主張したり，
取り消すことができるとしている。当然のこと
ながら，彼等も一個人として何らかの団体に帰
属し，集団を形成し，社会生活を送っている。
とりわけ，子どもにとっては家族や地域・学校
等は，自己に先行する所与の存在であり，自ら
選択や決定が事実上不可能な環境の中で（帰属
集団），他者との関わり合いから自己を形成し
自我に目覚めていく段階である（準拠集団）。
　そこで，本稿では，最終的には先の法的思
考に達するための出発点としての小学校段階で
は，対等な者が集合しており，かつ，集合から
の離脱が困難な場面を想定した上で，①自分の
利益が大事であること（自由），②他者も自分と
同価値を有する存在であること（平等），③同
価値を有する者同士の利害が両立しないときに
如何に対処すればよいか（共生），を考えること
通じて，集団における自治（団体法理）を学び，
かつ，どうすれば個人に対する利益侵害を回避
できるか，を意識付けることで「個性尊重」の
教育と，「公共性涵養」の教育を補完する手立
てを示す。（なお，「皆で決めたから」といって
も正しいかどうかは別問題であり，「皆で決めた
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から」という理由で個人への盲目的な押しつけ
が正当化されることがあってはならない。）

2 .個と集団に関するルール

⑴ 　個と集団に関するルールについて近代法か
ら得られる示唆

　 　私たちの生活は，国家，地方公共団体，会
社，労働組合，学校，町内会，クラブ，家族
など，実に多様な集団に囲まれている。私た
ちは，こうした集団との関わりなしに社会生
活を営むことはできないのであって，こうし
た集団との関わりの中で，その構成員たる個
が，他者と共生しつつ，自律した社会人とし
て自己実現していくためには，個と集団は，
集団によって個が活かされるとともに，個に
よって集団も活かされるという適切な関係を
構築していかなければならない。

　 　しかし，本来，私たち一人ひとりを活かす
ために存在しなければならないはずの集団
が，何らかの要因によって，個の権利や利益
を侵害し，個を圧殺してしまうことがある。
例えば，過去においては，戦前の苦い歴史が
あったし，現代においても，巨大企業による
社会的権力の行使などが挙げられる。

　 　ところで，市民革命を経て成立した近代法
は，個人の尊厳を根本価値とする憲法を頂点
とした法体系であり，国家をはじめとする各
種の集団から，個を守り，個を尊重するため
に構築されたシステムと言える。そうである
とすれば，近代法の中に集積されたエッセン
スを抽出することにより，国家や会社などの
高度に法的規律が発達した集団のみならず，
町内会やクラブなどの身近な社会生活上の集
団についても通用する，個と集団に関する基
本的ルールを見出すことができるのではない
だろうか。

　 　もとより，社会に存在する集団は実に多様
な特性を備えており，そうした個々の特性に
応じて取り扱いを異にする部分があることは
否定できない。しかしながら，集団の構成員
たる個と集団の関係（集団の内部関係）につ
いて言えば，以下に述べるとおり，①集団か
ら個に対して負担や制限を求める場面のルー
ル，②個から集団に対して便益の提供を求め
る場面のルール，③集団の意思を決定する場
面のルールの 3 つに整理できると考える。

⑵　近代法における個と集団に関するルール
① 　集団から個に対して負担や制限を求める場

面のルール
　 　第一に，集団が個に対して，負担を求めた

り，自由を制限したりする場面のルールであ
る。

　 　集団を構成する個々が「好き勝手（事実的
自由）」に振る舞う場合には，構成員が他者
と共生しつつ自己実現を図ることはできな
い。したがって，構成員個々の権利や利益の
衝突を調整等するために，集団は個に対して，
財産や行為などの負担を求めたり，個の自由
を制限したりしなければならないことがあり
得る（法的自由）。

　 　もっとも，このような個に対する負担や制
限が許されるとしても，無制限に許されるわ
けではない。当該負担や制限が，自由や平等
といった法の基本的価値に抵触するような場
合には，原則として，そのような負担や制限
を課すことは許されない。

　 　例えば，国家という集団と国民という構成
員の関係を規律する憲法においては，自由権
（国家が個人の領域に対して権力的に介入す
ることを排除して，個人の自由な意思決定と
活動とを保障する人権）の規定がこのことを
保障している。また，市民社会における個と
集団の関係を規律する民法においては，構成
員たる個の自由な同意もないのに，個の権利
や利益を不当に制限する行為は無効となり得
るし，会社について規定する会社法において
は，株式譲渡自由の原則や株主平等の原則等
によって，会社の構成員たる株主の権利を自
由や平等に反してまで奪うことは基本的にで
きないと定める等している。

② 　個から集団に対して便益の提供を求める場
面のルール

　 　第二に，個が集団に対して財産や行為など
の便益の提供を求める場面のルールである。

　 　集団の存在理由については様々に説かれる
が，究極的には，個を活かすために存在する
ものと考えるべきであろう。そうであるとす
れば，集団がその構成員たる個に対して便益
の提供を行うことは集団の基本的機能と言っ
てよいように思われる。

　 　このことについて，例えば，憲法では，社
会権（社会的・経済的弱者が人間に値する生
活を営むことができるように，国家の積極的
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な配慮を求めることができる権利）や国務請
求権（裁判を受ける権利など，人権保障をよ
り確実なものとするために保障される人権）
の規定がこれを保障している。また，民法で
は，組合に関する規定等が構成員への利益の
分配を規定しているし，会社法では，自益権
（会社から株式配当などの経済的利益を受け
る権利）に関する規定がこのことを保障して
いる 2 。

③　集団の意思を決定する場面のルール
　 　最後に，集団がその意思を決定する場面の

ルールである。
　 　これまで見てきたとおり，集団は個に対し

て様々な負担や制限を求めることがあるし，
反対に，個が集団に対して便益の提供を求め
ることもある。問題は，これらの行為を集団
がなすにあたり，その意思決定はどのように
してなされるかである。

　 　自己決定は個が活きるための必須条件であ
り，また，集団の存在意義は，前述のとおり
究極的には個を活かすことにあるから，個が
活きるための集団の意思決定方法は，原則と
して個々の構成員が自ら決した意思の集積に
よるしかない。個は個々の構成員の意思を集
積するプロセスへの参加を通じて自らの意思
を集団の意思に反映させることができるので
ある。また，このことの裏返しとして，集団
の意思決定プロセスに参加する機会のなかっ
た者に対して，重大な不利益を押しつけるこ
とはできないというルールも導かれる。

　 　このことについて，例えば，憲法では，参
政権がこれを保障している。また，法人や組
合など民法が規定している集団においても構
成員の意思を集団の意思に反映させるための
仕組みが保障されているし，会社法にあって

も，構成員には共益権（会社の経営に参加す
る権利）が保障されている。

⑶ 　個と集団に関するルールの実社会への適用
とその意義

　 　上記 3 つのルールは，学校生活から，地域，
職場，果ては今回開発した教材におけるよう
な国際問題に至るまで，およそ実社会に存在
する集団に基本的に妥当する普遍的なルール
である。

　 　今日，個と集団との適切な関係を構築する
ことは，個にとっても，集団にとっても重要
なテーマとなっている。個と集団に関する上
記 3 つのルールを学ぶことは，子どもたちが，
他者との関わり合いの中で自らの生を豊かな
ものへと変えていく力，そして市民社会にお
ける自律した構成員として公共を担い得る力
を育むために，大いに資するものと考える。

３  .小単元「ともに生きる社会をめざして」の
授業計画　　

　対象：第 6 学年　 4 時間
　小単元の目標
・ 子どもたちに，集団から個に対して負担や制

限を求める場面のルールについて理解させる。
・ 子どもたちに，個から集団に対して便益の提

供を求める場面のルールについて理解させる。
・ 子どもたちに，集団の意思を決定する場面の

ルールについて理解させる。
・ 子どもたちに，個と集団に関する問題に対し

て，法的に公正に判断することのできる技能
を習得させる。

・ 子どもたちに，一人の市民として主体的・積
極的により良い集団を形成していく態度を身
につけさせる。

表 1 　単元の構造
段　階 学　習　過　程 法的概念
導　入 個と集団の間で発生する問題の把握

展開 １ 集団から個に対して負担や制限を求める場面のルールについての理解
【集団における個の自由】

・自由
・負担，制限

展開 ２ 個から集団に対して便益の提供を求める場面のルールについての理解
【個を守るための集団】

・実質的平等
・受益

展開 ３ 集団の意思を決定する場面のルールについての理解
【個と集団との間の取り決め】

・共生
・参政権
・手続的正義

総　括
（まとめ）

これまでの学習を踏まえて，身近な学校生活で発生している
個人と集団に関する問題についての再考察

（筆者ら作成）
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表 2 　小単元の展開

教師による指示・発問 教授学習活動 子どもたちから引き出したい知識

導
入　

個
と
集
団
の
間
で
発
生
す
る
問
題
の
把
握

・今世界では，地球温暖化のた
めいろいろな問題が起きていま
す。地球温暖化とは，どのよう
なことでしょうか？

　（資料：地球温暖化）

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・二酸化炭素が増加してきて，気温が
上がり，海面が高くなること。

・標高の低い島国が水没したりするこ
と。

・水温が上昇すればさんごが白化して
死んだりすること。

・なぜ二酸化炭素が増えているの
でしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・様々な工業製品を作るために，原料
を燃やしているから。

・なぜ様々な工業製品を作ってい
るのでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・特に，経済発展を進めてきた国々が
自由に経済活動をしてきたため。

・自分の国や自分が豊かになるため。

・地球温暖化問題は，それぞれの
国が自由に経済活動をしてきた
ためだったり，自分の国が豊か
になるためから起こってきた問
題と考えることができます。そ
の結果，地球全体に起こった問
題は何でしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・南極の氷が溶けて，海水面が上昇す
る。

・海水面が上昇して，水没する島国が
現れる。

・異常気象が現れる。例えば，洪水や
酷暑，ハリケーン，竜巻など。

・気候の変動によって食料問題が起き
る。

・生物圏内の生態系が変化する。例え
ば，生物の大規模な絶滅など。

・世界の環境がこわされる。

・自由な経済活動や豊かな生活は
私たち一人ひとりが便利な生活
を望んだからです。では，地球
環境のためには自由な経済活動
や経済発展は悪いことで，止め
た方が良いでしょうか。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・便利な生活も大事である。
・経済活動自体が悪いわけではない。
・環境に配慮した活動をすればよい。

○この問題は，世界各国で二酸化
炭素を削減するなど努力して解
決しなければなりませんね。で
も各国は様々な考えを持ってい
るようです。どのように解決し
たらよいでしょうか？　それぞ
れの国の考えを聞いてみましょ
う。

 



22 二階堂　年　惠 ・ 西　本　聖　史 ・ 田　村　耕　一 ・ 川　上　秀　和

教師による指示・発問 教授学習活動 子どもたちから引き出したい知識

展
開
１　

集
団
か
ら
個
に
対
し
て
負
担
や
制
限
を
求
め
る
場
面
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
の
理
解
【
集
団
に
お
け
る
個
の
自
由
】

・地球温暖化防止のための国際会
議が開かれましたが，Ａ国の代
表者は，「私たちの国では，二
酸化炭素削減なんてしません。
私たちの国では，経済発展の自
由があるのだから誰からも命令
は受けません」と言い出しまし
た。Ａ国だけ二酸化炭素削減を
しないことについてどう考えま
すか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ａ国だけ二酸化炭素削減をしないの
は良くない。

・なぜ「良くない」といえるので
しょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・世界各国が協力して取り組まないと
解決しない問題だから。

・でもＡ国は，「そもそも二酸化
炭素削減なんていらない」と
言っています。もし二酸化炭素
削減がなくなったら，世界はど
のようになるでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・地球の温暖化が進む。
・世界の環境が守られなくなる。
・Ａ国やその他の国の不利益になる。

・もし，二酸化炭素削減があれば
どのようになるでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・地球の温暖化を防ぐことができる。
・世界の環境が守られる。
・Ａ国やその他の国の利益になる。

・確かにＡ国は，削減は嫌だと
言っていますが，削減したらＡ
国自身にも何か良いことはない
でしょうか。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ａ国の環境や国民の健康が守られる。

・またＡ国は，「二酸化炭素削減
は，他の国がやればいいんだ」
とまで言っています。どう考え
ますか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・世界全体で取り組まないと効果がな
い。

・平等に反する。
・他の国もしないと言い出すと，Ａ国

もその他の国にも不利益になる。
・Ａ国は，他国（世界）に迷惑がかか

ることになるので好き勝手に自由に
してはいけない。

・では，Ａ国はすべて自由にふる
まってはいけないのですか？　
Ａ国には自由がないのですか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ａ国には自由はあるけど，好き勝手
にふるまってはいけない。

・Ａ国には自由はあるけれど，他国に
迷惑をかける自由であってはならな
い。

・世界環境を守るためにはＡ国は
どのようにふるまったらよいの
でしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ａ国が好き勝手に自由にふるまうこ
とを少し我慢して，他国に迷惑をか
けないようにすることがＡ国にとっ
ても世界にとってもよいことになる。

〇集団における個の自由とは，ど
のようなものでしょうか？　こ
れまでの学習を踏まえてまとめ
てみましょう。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

○集団における個の自由とは，自分の
自由はあるけれど，好き勝手に，か
つ他に迷惑をかけてはいけない自由
である。
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教師による指示・発問 教授学習活動 子どもたちから引き出したい知識

展
開
２　

個
か
ら
集
団
に
対
し
て
便
益
の
提
供
を
求
め
る
場
面
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
の
理
解
【
個
を
守
る
た
め
の
集
団
】

・国際会議で，各国が一律10% 二
酸化炭素を削減することになり
ました。しかし，Ｂ国は「わが
国ではもともと技術が整ってい
ないし，これから経済発展して
いくので，二酸化炭素をたくさ
ん排出することになります。わ
が国では二酸化炭素削減はでき
ない」と言っています。Ｂ国は
二酸化炭素削減をしなくても良
いのでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｂ国は，他国と違って削減をするに
は厳しいから削減しなくてもよい。

･ Ｂ国の場合は，経済発展を認めるべ
きではないのか？

・Ｂ国の場合と，Ａ国の場合とで
はどこが違うのでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ａ国は，削減しようと思えば出来る
のに，好き勝手なことを言ってしよ
うとしない。

・Ｂ国は，もともと削減することが無
理でできない。

・では，もともと削減することが
できないＢ国の場合は，どのよ
うに対処すればよいのでしょう
か？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・削減できないＢ国には，Ｂ国ができ
ることをやってもらうように皆で考
える。

・Ｂ国はもともとルールを守ることが
できないので，違うルールを考える。

・国によっては，ルールを守る
ことが不可能な場合もあるとい
うことですが，たとえばＢ国で
はどのようなルールなら可能で
しょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｂ国には，10% でなくそれより少な
く設定する。

・Ｂ国だけ，削減するのを後まわしに
する。

・Ｂ国の二酸化炭素を他国が買う。

〇個を守るためには集団はどのよ
うなことが必要になってきます
か？　これまでの学習を踏まえ
てまとめてみましょう。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

○個が出来ないことがあったら，皆で
個ができることを考えたり，助け合
う必要がある。
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教師による指示・発問 教授学習活動 子どもたちから引き出したい知識

展
開
３　

集
団
の
意
思
を
決
定
す
る
場
面
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
の
理
解
【
個
と
集
団
と
の
間
の
取
り
決
め
】

・Ｃ国の代表者は，国際会議に
欠席してしまいました。Ｃ国が
休んでいる間に会議でＣ国のみ
が二酸化炭素削減（勝手に10％
カット）をするようにと決めら
れてしまいました。Ｃ国は，二
酸化炭素削減をしなくてはいけ
ませんか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｃ国は二酸化炭素削減をしなくてよ
い。

・なぜ，削減をしなくてもよいの
ですか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｃ国が出席していない時に，勝手に
不利なものを押し付けられるのはお
かしい。

・Ｃ国が出席していない時に，Ｃ国だ
け不利益をおしつけてはいけない。

・Ｃ国が次の会議に出席し，前
回の会議での取り決めについて
の問題を言ったら，やり直して
もらえることになりました。し
かし，またしても，多数決の結
果，Ｃ国だけが，二酸化炭素削
減をするようにと決められてし
まいました。Ｃ国は，二酸化炭
素削減をしなければならないで
すか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｃ国は削減することが無理なのだか
ら，削減しなくてもよい。

・集団（多数決）で決めてしまえ
ば，個にどんな負担でも負わせ
ることができるのでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｃ国にだけ押し付けるのは，平等に
反する。

・みんなで決めてよいこと，決めては
いけないことがあるのではないか。

〇個と集団との間の取り決めにつ
いては，どのようなことが必要
でしょうか？　これまでの学習
を踏まえてまとめてみましょう。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

○一国が不利にならないように，ルー
ルを皆で決める必要がある。
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教師による指示・発問 教授学習活動 子どもたちから引き出したい知識

総
括(

ま
と
め)　

こ
れ
ま
で
の
学
習
の
ま
と
め
・
身
近
な
事
例
で
再
考
察

・これまでの学習についてまとめ
てみましょう。

・Ａ国は，二酸化炭素を削減した
くないと言っています。どう考
えたらよかったでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ａ国は，自由はあるけれど，好き勝
手に振る舞う自由であってはならな
い。

・Ａ国は，自由はあるけれど，他国（世
界）に迷惑をかける自由であっては
ならない。

・Ａ国が，好き勝手に自由にふるま
うことを少し我慢して，他国に迷惑
をかけないようにすることがＡ国に
とっても世界全体にとってもよいこ
とになる。

・Ｂ国は，二酸化炭素削減をす
ることができないと言ってい
ます。どう考えたらよかったで
しょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｂ国はもともと削減することができ
ないのだから，各国が助け合って，
Ｂ国ができることをみなで考える。

・Ｂ国ができることをやってもらう。
・足りないところがあったら皆で助け

合う。

・Ｃ国が欠席している間に他国が
勝手にルールを決めたり，Ｃ国
が出席していても他国が無理な
ルールを多数決で決めたりする
ことについて，どう考えたらよ
かったでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｃ国にだけ勝手に押し付けるのは，
平等に反する。

・多数決でも，みんなで決めてよいこ
と，決めてはいけないことがある。

・Ｃ国だけが不利にならないように
ルールを皆で決める。

○個と集団の問題についてどのよ
うに解決したらよいか，まとめ
てみましょう。

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

○個は自由であるが，その自由は好き
勝手に振る舞わず，他者や集団に迷
惑をかけない制限，限界があり他者
や集団も，個の自由を侵害してはい
けない。個が出来ないことがあれば
集団で助け合い，集団のことは集団
で決めることが必要である。

・私たちの学校生活における個と
集団に関する問題について考え
てみましょう。Ａ君は「僕は，
給食当番なんかしたくない。僕
は自由なんだから誰からも命令
なんか受けないよ」と言ってい
ます。Ａ君だけ給食当番をしな
いということについてどう考え
ますか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ａ君だけ給食当番をしないのは良く
ない。

・給食当番をしないのに給食を食べる
のは良くない。

・なぜ「良くない」といえるので
しょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・給食当番は皆で分担・協力してする
ものだから。
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教師による指示・発問 教授学習活動 子どもたちから引き出したい知識

総
括(

ま
と
め)　

こ
れ
ま
で
の
学
習
の
ま
と
め
・
身
近
な
事
例
で
再
考
察

・なぜ給食当番は分担しなければ
ならないのでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・みんなが自分の分だけ給食をとり
に，給食室に行くことは無理だから。

・でもＡ君は，「そもそも給食当
番なんていらないよ」と言って
います。もし，給食当番がなかっ
たらどのようになると思います
か？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・自分ら一人ひとりの給食をわざわざ
給食室にまで毎日とりに行かなくて
はいけないので大変だ。

・給食室が混雑する。

・給食当番がいることによってよ
いことは何ですか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・給食当番がいれば，みんなの自由に
使える時間が増え，Ａ君にも，みん
なにも利益がある。

・Ａ君が言っている「僕は自由な
んだから…」についてどのよう
に考えますか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ａ君は，自由はあるけれど，好き勝
手に振る舞う自由であってはならな
い。

・Ａ君は，自由はあるけれど，他人（ク
ラス）に迷惑をかける自由であって
はならない。

・では , 今度はＢ君が「僕は今骨
折をしていて，給食当番をする
ことができない」と言っていま
す。Ｂ君は給食当番をしなくて
も良いのでしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｂ君はもともと当番をすることが
できないのだからみんなが助け合っ
て，Ｂ君ができることをみなで考え
る。

・Ｂ君ができることをやってもらう。
・足りないところがあったら皆で助け

合う。

・Ｃ君が欠席している間に，学級
会で，Ｃ君のみが給食当番をす
るように決められてしまいまし
た。Ｃ君は給食当番をしなけれ
ばなりませんか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｃ君が出席していない時に，勝手に
不利なものを押し付けてはいけない。

・Ｃ君が出席していない時に，Ｃ君だ
け不利益を押し付けられてはいけな
い。

・でも，Ｃ君が次の学級会に出
席し前回の学級会での取り決め
についての問題を言ったらやり
直してもらえることになりまし
た。しかしまたしても，多数決
の結果，Ｃ君だけが給食当番を
することになりました。Ｃ君は
給食当番をしなければならない
でしょうか？

Ｔ：発問する
Ｐ：答える

・Ｃ君だけに勝手に押し付けるのは，
平等に反する。

・多数決でも，みんなで決めてよいこ
と，決めてはいけないことがある。

・Ｃ君だけが不利にならないように
ルールを皆で決める。

・学校の給食当番のような問題で
も実際の世界や社会と同じルー
ル・原則を用いることができま
す。

（筆者ら作成）
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　開発した授業の構造は，導入，展開 1 ，2 ，3 ，
総括（まとめ）の 5 つのパートから組織している。
　導入は，今，世界では，二酸化炭素増加によ
る地球温暖化によって，海水面が上昇して島国
が水没したり，異常気象やそれに伴って食糧問
題が起きたりするなど，様々な問題が発生して
いるが，これらの問題は，各国が，自分の国
や，自分たちが豊かになるために自由に経済活
動をしてきたからである。これらの問題を解決
するためには，世界各国が一致団結，協力をし
て，少しでも二酸化炭素を出さないように，自
由な経済活動を控えたりすることなどが必要で
ある。しかし，世界では，各国が様々な考えを
持っており，解決の難しい問題を抱えているな
ど，ここでは，現在，世界で発生している個（ 1
国）と集団（他国）との間で発生する問題につ
いての把握がなされている。
　展開 1 は，地球温暖化防止のための国際会議
が開かれたが，Ａ国が，「私たちの国では，経
済発展の自由があるのだから，二酸化炭素削減
なんてしません」と発言したことを事例にして，
これをどのように考えるのか，なぜＡ国だけ削
減しないのは良くないのか，そもそもＡ国は全
く自由にふるまってはいけないのかということ
から，Ａ国は，自由に振る舞ってはよいのだけ
れど，好き勝手に振る舞ってはいけないこと，
その振る舞いは他国に迷惑をかけない程度で許
されること，そのことが結局はＡ国にとっても
他国にとってもよいことであるなど，ここでは，
集団から個に対して負担や制限を求める場面の
ルールについての理解がなされている。（純粋
な自由では全くの制限がなく，また自己が他者
に優越する存在（王様）であれば，自己の自由
は貫徹できる。しかし，自己は他者と同等の存
在（平等）であるのだから，自己の自由は「同
価値である他者の自由を侵害する自由」を持た
ないことになる）
　展開 2 は，地球温暖化防止のための国際会議
で，各国が一律10％の二酸化炭素の削減をする
ことになり，これに対してＢ国が，「私たちの
国では，もともと技術が整っていないので，二
酸化炭素削減なんて出来ません」と発言したこ
とを事例にして，これをどのように考えるの
か，また，展開 1 でのＡ国の場合と，どこが違っ
ているのか，国によってはルールを守ることが
不可能な場合もあり，もともと削減することが
できないＢ国にはどのように対処させたらよい
のか，集団から助けてもらうことも必要になっ

てくる場合もあるのではないか，Ｂ国だけが削
減を免除されるのは平等ではないのではないの
か，などの考察から，ここでは，個から集団に
対して便益の提供を求める場面のルールについ
ての理解がなされている。
　展開 3 は，地球温暖化防止のための国際会議
で，Ｃ国が欠席している間に勝手にＣ国だけが
二酸化炭素を10％カットするように決められた
ことを事例として，なぜＣ国は削減をしなくて
も良いのか，またＣ国が次の会議で多数決によ
りＣ国だけが二酸化炭素削減をするようにと決
められたことを事例として，集団で決めてしま
えば，個にどんな負担でも負わせることが出来
るのかなど，ここでは，集団の意思を決定する
場面のルールについて，つまり，個と集団の間
の取り決めにおいては，一国が不利にならない
ようなルールをみなで決める必要があることに
ついての理解がなされている。
　総括（まとめ）は，これまでの学習のまとめ
と，これまでの学習を踏まえ，学校生活で発生
している個人と集団の間で発生する問題，給食
当番を事例として取り上げ，再度考え方を転用
し，吟味・考察がなされている。
　本単元では，集団（他者）から個に対する負
担や集団における個の自由のあり方，個から集
団に対しての便益や個を守るための集団のあり
方について，集団の意思を決定するときに手続
上守らなければならない原則を理解させている。
　さらに，単に妥当なルール作りに留まらず，
根底にある原則に触れることによって，個と集
団との間で発生する問題について公正に問題を
解決することのできる技能を育成し，適切な関
係を構築していく能力を育成している。

４ .結　語

　本研究で開発した小単元は，個人と集団の間
で発生する問題を理解し考察させながら，自由
や平等といった法的概念について理解させる学
習過程として組織される。
　本研究の意義は，以下の三点である。
　第一に，個人と集団との関係における個人の
自由の意味や，個人を守るための集団における
負担や，個人と集団の間をつなぐ手続きや，な
ぜ共に生きることが大切なのかなど，集団の中
で，個人の利益を損ねることなく，共により良
く生きていくことを理解することが出来るよう
になること。
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　第二に，子どもたちがより良い共同生活を送
るために不可欠とされる，その時々の場に応じ
て適切に判断したり，協力したり，他人の権利
を尊重したりするなど，民主主義社会における
有能な市民として生きていくための基礎的な技
能を身につけることが出来るようになること。
　第三に，子どもたちがこれから社会に出て行
くときには，様々な集団に属することになるが，
その集団を自明のものとして受け入れ，それに
属するのではなく，一人の市民として主体的・
積極的により良い集団を形成していく態度を身
につけていくことができるようになること。
　これらの，理解，技能，態度の育成を法関連
教育の観点から授業開発した点が，本研究の意
義である。
　子どもたちは，そのほとんどが 3 歳から同一
学年集団での生活を始め， 4 歳ごろから既に仲
間集団としての規律や規範を要求されることに
なる。子どもたちにとっては，集団の作用は大
きく，従順過ぎる子どもを育ててしまったり，
逆に反発した子どもを生みだしたりすることも
ある。子ども一人ひとりが集団の中で生活して
いく中で，時には集団と相容れないことも起き
るであろう。相容れない子どもの言動を自分勝
手で自己中心的という言葉で退けるのではな
く，共有できる手立てを理解し，実践していく
ことが必要になってくるであろう。集団との関
わりなしには社会生活をしていくことが不可能
な中で，その構成員の個人が，集団と共生しつ
つ，自己を実現していくためには，集団によっ
て個が生かされ，個によっても集団が生かされ
るという視点が今後必要になってくると考える。

【付記】

　本論文作成に関しまして，広島大学大学院社
会科学研究科教授鳥谷部茂先生におかれまして
はいろいろとご指導を仰ぎました。ここに記し
て深く感謝申し上げる次第です。
　
 

【註】

1  　デューイから強い影響を受けつつ，現在の
わが国で教育の公共哲学を展開している佐藤
学は「学びという活動」によって公共世界が
創出されるという考えのもと学校改革を提唱

している。佐藤によれば，学校の目的は一人
ひとりの子どもの権利を保障し，共同の学び
の質を可能なかぎり高めることであるとして
いる。学びとは，対象世界や他者との対話的
実践であり，他者との対話による自己発展を
意味するものであるとしている。

2  　公益法人や特定非営利法人のように，集団
が構成員たる個に対して直接に金銭的利益の
供与を目的としない集団も存在する。ただ，
構成員の自己実現も含めて広い意味で集団を
構成する個の利益と考えるなら，基本的に，
構成員たる個に利益を享受させることは，や
はり集団の基本的機能と言ってよいのではな
かろうか。　
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